
◆問い合わせ先　農林課内　日野町有害鳥獣被害対策協議会　☎0748-52-6512

ア
ラ
イ
グ
マ
の
生
態
と
特
徴

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
愛
く
る
し
い
見
か
け

と
は
う
ら
は
ら
に
、
性
格
は
凶
暴
で
、
飼

い
主
に
も
な
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

ケ
ー
ジ
か
ら
逃
げ
出
し
た
り
、
不
法
に
放

獣
さ
れ
た
り
し
て
野
生
化
し
、
日
本
全
国

に
分
布
域
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

雑
食
性
で
、
ネ
ズ
ミ
や
鳥
類
、
カ
エ
ル
、

魚
に
昆
虫
、
果
樹
、
農
作
物
な
ど
何
で
も

　
こ
こ
数
年
、
家
庭
菜
園
や
住
宅
内
で
、
外
来
性
動
物
の
糞
尿
に
よ
る
生
活
環
境
被
害

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ
の
生
態
と
防
除
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

食
べ
ま
す
。

　

行
動
は
夜

行
性
で
、
日

中
は
高
い
樹

上
や
、
家
屋

の
屋
根
裏
な

ど
の
ね
ぐ
ら

で
休
み
ま
す
。

手
先
が
器
用

で
、
木
や
柱
、
壁
を
登
る
の
が
非
常
に
得

意
で
す
。

　

建
物
の
壁
際
や
、
水
路
、
側
溝
な
ど
を

歩
い
て
移
動
す
る
事
が
多
い
で
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
成
長
が
早
く
、
１
歳
に

な
る
と
メ
ス
は
繁
殖
で
き
ま
す
。
３
月
下

旬
か
ら
５
月
上
旬
に
か
け
て
、
３
～
６
頭

の
子
供
を
産
み
ま
す
。

　

尾
に
あ
る
シ
マ
模
様
が
他
の
動
物
と
見

分
け
る
際
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

被
害
防
止
の
為
の
ポ
イ
ン
ト

①
農
作
物
被
害
対
策

　

見
た
目
は
可
愛
く
て
も
、
餌
は
絶
対
に

与
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
畑
の
作
物
は

ネ
ッ
ト
を
掛
け
る
等
、
簡
単
に
食
べ
ら
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
被
害

対
策
と
し
て
は
電
気
柵
が
最
も
有
効
で
す
。

　

畑
に
生
ご
み
や
、
廃
棄
す
る
作
物
を
野

積
み
し
て
放
置
し
た
り
、
果
物
を
成
り
っ

ぱ
な
し
の
ま
ま
、収
穫
し
な
か
っ
た
り
と
、

餌
に
な
る
物
の
放
置
は
絶
対
に
や
め
ま

し
ょ
う
。

　

夜
間
の
ゴ

ミ
出
し
に
も

注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
夜

行
性
の
ア
ラ

イ
グ
マ
が
夜

中
に
ゴ
ミ
を

あ
さ
る
事
も

あ
り
ま
す
。

②
生
活
環
境
被
害
対
策

　

ま
た
、
人
が
住
ん
で
い
る
民
家
で
も
、

侵
入
口
が
あ
る
と
、ア
ラ
イ
グ
マ
が
出
産
・

子
育
て
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
の
侵
入
口
に
な
り
そ
う

な
壁
や
床
下
、
屋
根
近
く
の
隙す

き

間ま

は
ふ

さ
ぐ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
柱
や
雨
ど
い

を
伝つ

た

っ
て
屋
根
へ
上
り
軒の

き

先さ
き

の
隙
間
か

ら
屋
根
裏
へ
侵
入

す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
ア
ラ
イ
グ

マ
が
屋
根
裏
に
い

る
場
合
に
は
侵
入

口
か
ら
遠
い
屋
根

裏
の
一
角
で
害
虫

防
除
剤
数
個
を
焚

い
て
追
い
出
し
た

後
、
侵
入
口
を
ふ
さ
ぎ
ま
す
。
特
に
、
昼

間
で
も
人
気
の
少
な
い
、
社
寺
な
ど
の
古

い
木
造
建
築
は
、
ね
ぐ
ら
や
繁
殖
場
所
に

使
わ
れ
や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
池
や
水
槽
の
鯉こ

い

、
金
魚
の
捕
食

防
止
に
は
、
室
内
の
水
槽
等
へ
移
動
さ
せ

る
の
が
一
番
安
全
で
す
が
、
無
理
な
場
合

は
目
の
細
か
い
金
網
等
で
被
い
ま
す
。
ア

ラ
イ
グ
マ
は
力
が
非
常
に
強
い
の
で
、
網

が
剥
が
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
固
定

し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
野
町
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
協
議
会
で

は
、
数
に
限
り
は
あ
り
ま
す
が
、
捕
獲
器

の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

家
屋
に
侵
入
さ
れ
た
、
家
庭
菜
園
を
荒

ら
さ
れ
る
等
、
お
困
り
の
際
は
日
野
町
有

害
鳥
獣
被
害
対
策
協
議
会
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

外
来
種
動
物（
ア
ラ
イ
グ
マ
）の
生
態
と
被
害
防
止
に
つ
い
て

穴をあけ、中に手を突っ込んで食べる
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●国民健康保険税　税額
区　　分 医療分 後期高齢者支援金分 介護給付金分

①所得割額【税率】
　  平成30年中の所得金額から基礎控除額の33万

円を控除した額に税率をかけて算出します。
6.00％ 2.50％ 1.35％

②資産割額【税率】
　  平成31年度固定資産税額（土地・家屋分のみ）

に税率をかけて算出します。
10.50％ 5.20％ 7.10％

③均等割額【被保険者１人】 20,300 円 8,500 円 9,000 円
④平等割額【１世帯】 18,900 円 8,100 円 5,100 円
⑤賦課限度額 610,000 円 190,000 円 160,000 円

【現行】減免期間 【改正後】減免期間
所得割・資産割 適用終了まで 適用終了まで
均等割・平等割 適用終了まで 資格取得日の属する月以後２年を経過する月まで

※  なお、現在、減免の適用がある方で、平成２９年４月以前に資格取得された方については、均等割・平等割の減免が適用
されなくなります（所得割・資産割の減免は継続します）。

◆問い合わせ先　税務課　住民税担当　☎0748-52-6570

◆国民健康保険税は必ず期限内に納めましょう！
　国民健康保険税を特別な理由もなく１年以上滞納されると、保険証が交付できなくなります。その
ことにより、病院等で診察を受けられたときに一旦全額を負担する必要があるほか、本来受けられる
給付が受けられなくなります。
　その他、災害や急激な所得の減少、その他特別な事情により国民健康保険税の支払いが困難な場合は、
申請により減額や免除が認められることがあります。
　お早めにご相談ください。

今年度の国民健康保険税額が決定します
　国民健康保険は、毎日の生活の中でいつ起こるかわからない病気やけがのときに、安心して医療が受けら
れるように、加入者の皆さんで支えあう制度です。
　国民健康保険税は６月に決定します。税額は、所得や資産に応じた額と、被保険者１名あたりの額（均等
割額）、１世帯あたりの額（平等割額）を合計した金額となっています。

●低所得世帯に対する軽減
　世帯の所得［※1］が次の要件に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
　　7割軽減･･･総所得330,000円以下の世帯
　　5割軽減･･･総所得280,000円×被保険者数［※2］＋330,000円以下の世帯
　　2割軽減･･･総所得510,000円×被保険者数［※2］＋330,000円以下の世帯
　　※1：世帯の所得とは、世帯主と被保険者等の所得を合算した額です。
　　※2：被保険者数には、後期高齢者医療へ移行された方も含みます。

●旧被扶養者に係る国民健康保険税減免制度が改正されます！
　被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、移行された方の扶養に入られていた方が国民
健康保険の被保険者となられた場合には、申請により国民健康保険税の一部が減免となりますが、今年度課
税分から以下のとおり改正されます。

国 民 健 康 保 険みんなで支えあう
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